
平
成
十
年
政
令
第
三
百
二
十
七
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
施
行
令

内
閣
は
、
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
二
条
第
二
項
、
第
三
条
第
一
項
、
第
五
条
第
一
項
及
び
第
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
一
の
建
物
）

第
一
条
　
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
の
一
の
建
物
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
屋
根
、
柱
又
は
壁
を
共
通
に
す
る
建
物
（
当
該
建
物
が
公
共
の
用
に
供
さ
れ
る
道
路
そ
の
他
の
施
設
に
よ
っ
て
二
以
上
の
部
分
に
隔
て
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
隔
て
ら
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
）

二
　
通
路
に
よ
っ
て
接
続
さ
れ
、
機
能
が
一
体
と
な
っ
て
い
る
二
以
上
の
建
物

三
　
一
の
建
物
（
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
含
む
。
）
と
そ
の
附
属
建
物
を
あ
わ
せ
た
も
の

（
基
準
面
積
）

第
二
条
　
法
第
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
面
積
は
、
千
平
方
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

（
届
出
の
方
法
）

第
三
条
　
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
は
、
当
該
新
設
を
す
る
者
が
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
二
人
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
者
の
全
部
又
は
一
部
が
共

同
し
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
報
告
の
徴
収
）

第
四
条
　
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
は
、
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
し
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
駐
車
需
要
の
充
足
そ
の
他
に
よ
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺
の
地
域
の
住
民
の
利
便
及
び
商
業
そ
の
他
の
業
務
の
利
便
の
確
保
の
た
め
に
講
じ
て
い
る
措
置
に
関
す
る
事
項

二
　
騒
音
の
発
生
そ
の
他
に
よ
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
悪
化
の
防
止
の
た
め
に
講
じ
て
い
る
措
置
に
関
す
る
事
項

２
　
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
は
、
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
し
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
当
該
小
売
業
の
開
始
日

二
　
当
該
小
売
業
を
行
う
者
の
店
舗
の
店
舗
面
積
及
び
位
置
に
関
す
る
事
項

三
　
当
該
小
売
業
を
行
う
者
の
店
舗
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
二
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
及
び
第
二
条
の
規
定
は
、
法
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
の
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
十
一
年
五
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

1


